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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像撮影中に静止画像を記録可能な撮影装置であって、
　動画像撮影中に静止画像を取り込む取り込み手段と、
　撮影中の動画像と前記取り込み手段により取り込まれた静止画像を表示する表示手段と
、
　前記動画像の変化を検出する検出手段と、
　前記表示手段に前記動画像及び前記静止画像が画面分割表示されている状態で前記検出
手段により前記動画像の変化を検出した場合に、前記表示手段を全画面の動画像表示に切
り替える切り替え手段と、
　を備えることを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　前記検出手段は、動画撮影画面内の被写体位置の変化、前記被写体の焦点距離の変化、
前記被写体の輝度変化、前記被写体の動作の変化、前記被写体の表情の変化の少なくとも
ひとつを検出することを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　動画像撮影中に静止画像を記録可能な撮影装置であって、
　動画像撮影中に静止画像を取り込む取り込み手段と、
　撮影中の動画像と前記取り込み手段により取り込まれた静止画像を表示する表示手段と
、
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　前記動画像の変化を検出する検出手段と、
　前記表示手段に前記静止画像が縮小画面として前記動画像に重ねて表示されている状態
で前記検出手段により前記動画像の変化を検出した場合に、前記表示手段を全画面の動画
像表示に切り替える切り替え手段と、
　を備えることを特徴とする撮影装置。
【請求項４】
　前記検出手段は、動画撮影画面内の被写体位置の変化、前記被写体の焦点距離の変化、
前記被写体の輝度変化、前記被写体の動作の変化、前記被写体の表情の変化の少なくとも
ひとつを検出することを特徴とする請求項３記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画撮影中に静止画を記録することが可能な撮影装置に関し、特に、動画と
静止画の表示技術に特徴のある撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、テープ、ディスク等の記録媒体に動画を撮影しながら、静止画の撮影操作を行う
ことによって静止画を同時撮影記録し、その静止画画像データを記録することが可能なビ
デオカメラが実現されている。ここで、静止画画像データを記録するに際しては、動画を
記録する記録媒体と異なる記録媒体に記録、あるいは、同一の記録媒体に動画、静止画と
もに記録する。
【０００３】
　また、特許文献１には、以下の技術が提案されている。
【０００４】
　即ち、動画撮影を中断させて静止画を撮影後、動画撮影に復帰するとき、動画撮影時の
最後の画角を記憶し、静止画撮影中に切り替えられた画角を動画撮影中断時の画角に復帰
させてから動画撮影を行うことにより、動画撮影の連続性を保つようにする。
【０００５】
　また、特許文献２には、以下の技術が提案されている。
【０００６】
　即ち、スチルカメラ付きビデオカメラで、動画撮影中にスチルの静止画撮影を行った時
、モニタ上の表示色を所定時間変更させて、動画表示を行いつつ、直接画像を表示できな
いスチル写真の静止画を撮影したことを撮影者に認識し易くする。
【特許文献１】特開２００６－１０１４７３号公報
【特許文献２】特開平０９－２００５８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のビデオカメラでは、画像表示部で撮影中の動画像を表示し、被写体の構図や、焦
点合焦状態、明るさ等を確認していた。そして、動画撮影中に静止画を同時撮影記録した
時、以下のような撮影済の静止画表示方法が考えられていた。
（１）画像表示部に静止画表示を行わない方法。
【０００８】
　撮影記録された静止画はその場で表示確認せず、動画撮影終了後に再生モードに切り替
え、動画を表示していた同一の画像表示部に撮影記録済静止画を記録媒体から呼び出して
表示確認していた。
【０００９】
　そのため、静止画を同時撮影した時点では、自分の思い通りの画像が撮影できたかどう
かわからなかった。また、予備として同じような静止画を何枚も撮ることが多く、記録媒
体のデータ容量を多く必要とし、撮影後のデータ整理も大変だった。
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（２）画像表示部を所定時間全面的に静止画表示に切り替える方法。
【００１０】
　同時撮影記録された静止画は撮影した時点で画像表示部上にて確認でき、自分の思い通
りに撮影できなかったら、すぐに再撮影が可能となる。しかし、画像表示部に静止画表示
の間、同時に撮影中の動画は被写体がどのように撮れているか確認できない。
【００１１】
　そのため、ビデオカメラ本体の操作に際し、例えば、撮影倍率を高倍率側に操作すると
、撮影画面範囲に対して撮影中の被写体が大きくなり、画面からはみ出してしまうような
不具合が起こり易い。同じように、手動焦点調節や手動露出調節等の操作手段を操作する
と、焦点をボケ方向にずらしてしまう、露出をずれ方向にずらしてしまう等の不具合が起
こり易い。さらに、撮影者が意図しないでこれらの操作手段を操作してしまい、上述のよ
うな不具合を発生させてしまうといった問題を抱えていた。
（３）画像表示部に動画及び静止画を同時表示する方法。
【００１２】
　画像表示部の表示画面を分割して、分割された各画面に動画と静止画を同時表示、ある
いは、動画表示上に静止画の縮小画面を重ねる、あるいは、全画面の動画表示上に静止画
を半透明状にして重ねる。これらの方法により、ひとつの画像表示部に動画と静止画を同
時表示する。
【００１３】
　上記どの表示方法も、撮影中の動画と同時撮影した静止画を確認できるが、表示画面が
小さかったり、動画表示の一部が欠けたり、動画と静止画が重なって見えにくかったりす
る。そのため、撮影中の動画、撮影記録済の静止画ともに確認しづらく、上述の（１）、
（２）の問題は完全に解決されていない。
【００１４】
　本発明の目的は、動画撮影中に同時撮影記録された静止画を明確に表示するとともに、
撮影中の動画の撮影ミスを防ぐことができる撮影装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の撮影装置は、動画像撮影中に静止画像を記
録可能な撮影装置であって、動画像撮影中に静止画像を取り込む取り込み手段と、撮影中
の動画像と前記取り込み手段により取り込まれた静止画像を表示する表示手段と、前記動
画像の変化を検出する検出手段と、前記表示手段に前記動画像及び前記静止画像が画面分
割表示されている状態で前記検出手段により前記動画像の変化を検出した場合に、前記表
示手段を全画面の動画像表示に切り替える切り替え手段と、を備えることを特徴とする。
【００１６】
　請求項３記載の撮影装置は、動画像撮影中に静止画像を記録可能な撮影装置であって、
動画像撮影中に静止画像を取り込む取り込み手段と、撮影中の動画像と前記取り込み手段
により取り込まれた静止画像を表示する表示手段と、前記動画像の変化を検出する検出手
段と、前記表示手段に前記静止画像が縮小画面として前記動画像に重ねて表示されている
状態で前記検出手段により前記動画像の変化を検出した場合に、前記表示手段を全画面の
動画像表示に切り替える切り替え手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の撮影装置によれば、動画撮影中に同時撮影記録された静止画を明確に表示する
とともに、撮影中の動画の撮影ミスを防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２６】
　図１は、本発明の実施の形態に係る撮影装置としてのビデオカメラの動画撮影中に静止



(4) JP 5025495 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

画を同時撮影記録した場合の表示画像の推移の第１の実施の形態を示す図である。
【００２７】
　図１（ｅ）の垂直軸は時間経過を示している。図中、表示画像（ａ）乃至（ｄ）におい
て、動画として撮影記録及び表示中の動画被写体１、動画撮影表示範囲２、静止画として
表示された撮影記録済静止画被写体３、撮影記録済静止画表示範囲４が示される。また、
表示全体範囲５、撮影中の焦点合焦範囲を示す合焦枠６が示される。
【００２８】
　この表示全体範囲５と動画撮影表示範囲２は、動画撮影のみ表示する（ａ）、（ｄ）の
ときは同じ表示範囲である。
【００２９】
　図１（ｅ）において、動画撮影中で動画撮影画像のみ表示している時間８、ビデオカメ
ラ本体上の静止画トリガボタンを操作し静止画撮影記録が行われた静止画撮影記録タイミ
ング９が示される。
【００３０】
　また、図１（ｅ）において、動画撮影表示範囲２と撮影記録済静止画表示範囲４を同時
表示している静止画表示時間１０が示される。また、静止画表示時間１０の間、動画撮影
表示範囲２内の動画被写体１が破線で示される位置から実線で示される位置に移動したこ
とを検知手段により検知して、表示が切り替えられるタイミング１１が示される。
【００３１】
　上記、表示切り替えにより、撮影記録済静止画表示範囲４の表示が中止され、表示画像
（ｄ）のように、動画撮影表示範囲２が全画面表示となる。
【００３２】
　図２は、本発明の実施の形態に係る撮影装置としてのビデオカメラのブロック図である
。
【００３３】
　本発明の撮影装置は、動画像撮影中に静止画像を記録可能である。以下、その構成を動
作と併せて説明する。
【００３４】
　撮像手段（撮影手段）２０は、被写体１を、撮影光学系２１を介して撮像素子（例えば
ＣＣＤ）２２上に結像する。撮像素子２２からの信号出力は、信号処理回路２３により映
像信号として出力される。
【００３５】
　また、撮像光学系２１は、各種特性調節機能を有しており、信号処理回路２３からの信
号により光学系制御手段２４を介して撮影光学系２１の各種調節が行われる。
【００３６】
　図中では、第１に焦点調節機能で、信号処理回路２３からの信号に基づき信号中の高周
波成分が最大になるように焦点制御回路２５の駆動信号によって焦点調節光学系２６の焦
点調節を行う。
【００３７】
　第２に露出調節機能で、同じく信号処理回路２３からの信号に基づき、撮像素子２２の
ダイナミックレンジの範囲内に収まる適切な光蓄積量を供給するように、露出調節回路２
７により、入射光量調節部材（アイリス等）２８の開口を制御する。そして、最適露光を
行う。
【００３８】
　第３に撮像（撮影）倍率調節機能で、撮影者の手動操作により光学倍率制御回路２９を
介して、撮像倍率を調節する変倍光学系３０を制御する。
【００３９】
　スイッチ操作手段３１は、主電源操作スイッチ３２、動画撮影トリガスイッチ３３、撮
影倍率変更スイッチ３４、手動焦点調節スイッチ３５、手動露出調節スイッチ３６、静止
画撮影トリガスイッチ３７等の操作スイッチと操作スイッチ検出回路３８を有する。
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【００４０】
　操作スイッチによる操作を操作スイッチ検出回路３８により検出し、検出信号を信号処
理回路２３と光学倍率制御回路２９に送る。
【００４１】
　撮影者は、スイッチ操作手段３１の中の主電源操作スイッチ３２を操作して主電源オン
及び記録スタンバイの指示を撮影装置（ビデオカメラ）に与える。そして、ビデオカメラ
は、動画撮影トリガスイッチ３３の操作によって動画撮影を開始、再押しにより停止する
ように制御される。
【００４２】
　また、動画撮影中は、撮影倍率変更スイッチ３４、手動焦点調節スイッチ３５、手動露
出調節スイッチ３６をそれぞれ操作することによって、手動操作によっても光学制御手段
２４の制御により、被写体撮影状態を変化させることができる。そして静止画撮影トリガ
スイッチ３７を操作することによって、動画撮影中でも静止画が撮影記録される。
【００４３】
　信号処理回路２３から出力された映像信号が記録部４０に入力され、記録制御部４１、
データ書き込み部４２より、記録媒体４３に記録される。記録媒体４３は、例えば、フラ
ッシュメモリ等の半導体メモリや、ハードディスク等が内蔵された磁気記録媒体、あるい
は磁気テープあるいはＤＶＤやメモリカードの交換可能な記録媒体等である。
【００４４】
　記録部４０と同様に、信号処理回路２３から出力された映像信号が表示部５０に入力さ
れ、表示制御部５１の表示制御により表示手段５２に表示する。表示制御部５１は、動画
撮影中に静止画撮影を行ったときの静止画表示の制御も行う。
【００４５】
　タイマ部５３は、撮影記録済静止画表示の時、表示開始からの時間をカウントし所定の
表示時間の経過を表示制御部５１に指示する。
【００４６】
　図３は、図２のビデオカメラによって実行される撮影処理の手順の第１の実施の形態を
示すフローチャートである。
【００４７】
　図３において、ステップＳ１で、撮影者がビデオカメラの主電源操作スイッチ３２を操
作（オン）し、撮影開始可能な待機状態となる。
【００４８】
　次に、ステップＳ２で、動画撮影トリガスイッチ３３が手動で操作（オン）されたこと
を操作スイッチ検出回路３８により検出し、動画撮影開始となる。
【００４９】
　次に、ステップＳ３で、静止画撮影トリガスイッチ３７が操作（オン）されたか否か、
操作スイッチ検出回路３８により検出する。
【００５０】
　静止画撮影トリガスイッチ３７の操作が検出されれば（ＹＥＳ）、ステップＳ４で、静
止画を撮像素子２２より取り込み、記録媒体４３に静止画像データとして記録する。静止
画撮影トリガスイッチ３７の操作が検出されなければ（ＮＯ）、ステップＳ１１へジャン
プする。
【００５１】
　ステップＳ４は、動画像撮影中に静止画像を取り込む取り込み手段として機能する。
【００５２】
　ステップＳ５で、表示手段５２に、撮影中の動画像と撮影記録済静止画像を縮小化して
同一画面内に画面を分割して表示する。
【００５３】
　ステップＳ５は、撮影中の動画像と取り込み手段により取り込まれた静止画像を表示す
る表示手段として機能する。
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【００５４】
　ステップＳ６で、静止画を表示する時間を計測するタイマ部５３のカウントをスタート
させる。
【００５５】
　ステップＳ７で、撮像素子２２に結像されている撮影中動画像の画像変化の有無を検出
する。ステップＳ７は、動画像の変化を検出する検出手段として機能する。ここで、検出
手段は、被写体の焦点位置の変化、前記被写体の焦点距離の変化、前記被写体の輝度変化
、前記被写体の動作や表情の変化の少なくともひとつを検出する。
【００５６】
　撮影中動画像に所定の画像変化が検出されたら（ＹＥＳ）、ステップＳ１０へジャンプ
し、動画像と静止画像を縮小した同時表示を、動画像の全画面表示に切り替える。
【００５７】
　動画像の所定の画像変化は、例えば、動画撮影画面内の被写体が移動する場合、撮影者
がビデオカメラをパンニングして撮影画面に対する被写体合焦位置が所定量ずれる場合に
生じる。
【００５８】
　また、動画像の所定の画像変化は、被写体がビデオカメラに対して近づいてきて焦点合
焦距離が所定量ずれる場合、あるいは被写体の明るさが所定量変わる場合に生じる。
【００５９】
　また、動画像の所定の画像変化は、撮影者が撮りたいと思うような画像、例えば、子供
の笑顔が検出される場合に生じる。また、動画像の所定の画像変化は、子供の予め決めら
れた動作、例えば、立ち上がる動作を検出する場合に生じる。
【００６０】
　ステップＳ７で、動画像の所定の画像変化が検出されなかったら（ＮＯ）、ステップＳ
８へ進む。
【００６１】
　ステップＳ８で、スイッチ操作手段３１が操作（オン）されたか否か判定する。スイッ
チ操作手段３１が操作されたことを検出したら（ＹＥＳ）、ステップＳ１０にジャンプし
、動画像と静止画像を縮小した同時表示を、動画像の全画面表示に切り替える。
【００６２】
　ステップＳ８は、動画像撮影中にスイッチ操作手段３１の操作を検出する検出手段とし
て機能する。
【００６３】
　動画像と静止画像を縮小して同時表示しているときは、被写体の構図や、合焦状態、露
出状態が撮影者には確認しづらい。そのため、撮影倍率変更スイッチ３４を高倍率側に操
作すると、撮影画面範囲に対して撮影中の被写体が大きくなり、画面からはみ出してしま
うような不具合が起こり易い。
【００６４】
　同じように、手動焦点調節スイッチ３５や手動露出調節スイッチ３６を操作すると、焦
点をボケ方向にずらしてしまう、露出をずれ方向にずらしてしまう等の不具合が起こり易
い。
【００６５】
　さらに、撮影者が意図しないで、これらのスイッチ操作手段３１を操作してしまい、上
述のような不具合を発生させてしまうことも考えられる。そのため、動画像と静止画像を
縮小した同時表示から動画像の全画面表示に戻すことによって、画像の変化に撮影者が適
時対応を取ることができる。
【００６６】
　スイッチ操作手段３１の操作が検出されなかったら（ＮＯ）、ステップＳ９に進む。ス
テップＳ９で、撮影記録済静止画を表示する時間を計測するタイマ部５３が所定時間経過
したかどうか判定する。
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【００６７】
　所定時間経過していなかったら（ＮＯ）、ステップＳ７にジャンプする。そして、所定
時間が経過するまで、ステップＳ７からステップＳ９の処理を繰り返す。
【００６８】
　所定時間が経過したら（ＹＥＳ）、ステップＳ１０に進み、動画像と静止画像を縮小し
ての同時表示を終了して、動画像全画面表示に戻る。
【００６９】
　ステップＳ１０は、検出手段により動画像の変化を検出した場合に表示手段を全画面の
動画像表示に切り替える切り替え手段として機能する。
【００７０】
　また、ステップＳ１０は、検出手段によりスイッチ操作手段３１の操作を検出した場合
に表示手段を全画面の動画像表示に切り替える切り替え手段として機能する。
【００７１】
　また、ステップＳ１０は、タイマ部５３により、所定時間が経過した場合に表示手段を
全画面の動画像表示に切り替える切り替え手段として機能する。
【００７２】
　ステップＳ１１で、動画撮影トリガスイッチ３３が手動で操作（オフ）されたか否か、
操作スイッチ検出回路３８により検出する。
【００７３】
　動画撮影トリガスイッチ３３が手動で操作されていなければ（ＮＯ）、ステップＳ３に
戻り、ステップＳ３からステップＳ11の処理を繰り返す。動画撮影トリガスイッチ３３が
手動で操作されれば（ＹＥＳ）、動画撮影を停止する。
【００７４】
　ステップＳ１２で、主電源操作スイッチ３２が操作（オフ）され、撮影が終了する。
【００７５】
　本実施の形態では、動画像の所定の画像変化を、撮影中、撮像素子２２に結像されてい
る動画像の所定の画像変化の有無を検出するステップＳ７と、スイッチ操作手段３１が操
作されたか否かを検出するステップＳ８のふたつのステップで検出している。
【００７６】
　しかし、どちらか一方のステップのみでも、動画像の変化は検出でき、動画像と静止画
像を縮小しての同時表示を終了して、静止画撮影前の動画像全画面表示に戻すことができ
るので、同等な効果は得られる。
【００７７】
　図４は、本発明の実施の形態に係る撮影装置としてのビデオカメラの撮影状態を示す斜
視図である。
【００７８】
　ビデオカメラ本体６０を右手で保持し、グリップ補助ベルト６２で手の甲側から支えて
いる（図中、グリップ補助ベルト６２は撮影者の手に対して固定前の状態を表示）。
【００７９】
　ビデオカメラ本体６０には、図２のブロック図で説明した操作スイッチのうち、主電源
操作スイッチ３２、動画撮影トリガスイッチ３３、撮影倍率変更スイッチ３４、静止画撮
影トリガスイッチ３７が示される。
【００８０】
　表示ケース６３には表示部５０が収納されている。表示ケース６３を本体側に閉じるこ
とでビデオカメラは非使用時に携帯し易くなる。表示ケース６３に配置されるメニューボ
タン６４の操作で、十字方向操作スイッチ６５が操作できる機能として、オートＡＦ／Ａ
Ｅモード、手動焦点調節モード、手動露出調節モードの選択が可能となる。
【００８１】
　十字方向操作スイッチ６５の左右方向の操作により、手動焦点調節モードでは、手動焦
点調節スイッチ３５が受け付けられ、手動露出調節モードでは、手動露出調節スイッチ３
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６が受け付けられる。
【００８２】
　図５は、図２のビデオカメラによって実行される撮影処理の手順の第２の実施の形態を
示すフローチャートである。
【００８３】
　図５のビデオカメラの動作シーケンスは、撮影記録済静止画表示中はスイッチ操作手段
３１による電気信号の受け付けを禁止した場合の例である。
【００８４】
　ステップＳ１乃至ステップＳ６、ステップＳ９乃至ステップＳ１２は、図３と同じため
、説明は省略する。
【００８５】
　ステップＳ６で静止画を表示する時間を計測するタイマ部５３のカウントをスタートさ
せた後、ステップＳ１３で、スイッチ操作手段３１の操作時、ビデオカメラ本体は電気信
号の受け付けを禁止する。
【００８６】
　ステップＳ１３は、表示手段に静止画像を表示している場合に電気信号の受け付けを禁
止する禁止手段として機能する。
【００８７】
　また、ステップＳ１０は、禁止手段により電気信号の受け付けを禁止した状態で表示手
段に動画像と取り込まれた静止画像を所定時間表示した後に表示手段を全画面の動画像表
示に切り替える切り替え手段として機能する。
【００８８】
　動画像と静止画像を縮小した同時表示中は、スイッチ操作手段３１を操作しても、電気
信号として受け付けなくすることによって、画像に変化を与える要因を減らすことができ
、図３の第１の実施の形態と同様な効果が得られる。
【００８９】
　画像に変化を与える要因として、図３で説明した、例えば、撮影倍率変更スイッチ３４
の操作、手動焦点調節スイッチ３５や手動露出調節スイッチ３６の操作等がある。
【００９０】
　図６は、本発明の実施の形態に係る撮影装置としてのビデオカメラの動画撮影中に静止
画を同時撮影記録した場合の表示画像の推移の第３の実施の形態を示す図である。
【００９１】
　図６は、表示部５０を全面的に所定時間静止画表示に切り替えて、所定時間内は動画の
表示を行わない実施の形態である。図６（ｅ）の垂直軸は時間を示している。図中、図１
と同一符号部は説明を省略する。
【００９２】
　第３の実施の形態を示す、図２のビデオカメラによって実行される撮影処理の手順のフ
ローチャートは、第1の実施の形態を示す図３のフローチャートに対して、ステップ５の
み「動画像を非表示、静止画像のみ表示」と変更したものである。
【００９３】
　第３の実施の形態では、表示画像（ｂ）、（ｃ）の静止画撮影記録後の静止画表示時間
１０は、動画撮影中表示を完全に非表示として撮影記録済静止画の全画面表示としている
。図中、表示画像（ｂ）、（ｃ）の右側の範囲が実際に表示部５０に表示されている内容
を示し、図中、左側の一点鎖線で示される動画撮影表示範囲２は、表示部５０に完全に表
示されていないが、実際に動画として継続して撮影されている撮影画像を示している。
【００９４】
　図中、左側の範囲で、動画撮影表示範囲２内の動画被写体１が破線で示される位置から
実線で示される位置に移動したことを図３のステップＳ７で検知する。または、図３のス
テップＳ８で、スイッチ操作手段３１が操作されたことを検出することによって、表示画
像（ｄ）のように、撮影記録済静止画表示範囲４の全画面表示が中止され、静止画撮影前
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の動画撮影表示範囲２が全画面表示となる。
【００９５】
　また、動画撮影表示範囲２を全画面表示としたまま、撮影記録済静止画表示範囲４を縮
小画面として動画像に重ねて表示し、動画撮影表示範囲２の一部が隠れてしまうようにし
てもよい。
【００９６】
　また、動画撮影表示範囲２を全画面表示としたまま、半透明化した撮影記録済静止画表
示範囲４を全画面表示のまま重ねて表示するようにしてもよい。
【００９７】
　図７は、図２のビデオカメラによって実行される撮影処理の手順の第４の実施の形態を
示すフローチャートである。
【００９８】
　図７は、動画撮影中、静止画を連写した場合の実施の形態である。
【００９９】
　ステップＳ１乃至ステップＳ１２は、第１の実施の形態と同じため、説明は省略する。
【０１００】
　図中、ステップＳ１４で、静止画撮影トリガスイッチ３７が解除（オフ）されたかどう
か検出する。
【０１０１】
　静止画撮影トリガスイッチ３７が解除されていれば、ステップＳ９へ進み、以後、第１
の実施の形態と同じステップの処理を実行する。静止画撮影トリガスイッチ３７が解除さ
れていなければ、ステップＳ３に戻り、再度静止画撮影が行われる。
【０１０２】
　ステップＳ５で、表示部５０の表示手段５２には、動画像と連続撮影された次の静止画
像を縮小化して同一画面内に画面を分割して表示する。そして、再度、ステップＳ１４ま
で進み、静止画撮影トリガスイッチ３７が解除されているかどうかの判定（検出）を行い
、連続撮影の継続を判定する。
【０１０３】
　静止画連続撮影中は、一駒ごとの撮影記録済静止画の表示が所定時間経過する前に次の
静止画撮影記録が行われれば、表示部５０の表示手段５２の表示は、動画像の全画面表示
に戻ることなく、撮影記録済静止画が切り替わりながら長時間表示される。
【０１０４】
　このような連続撮影中は、静止画表示により撮影中動画像が見にくくなる時間も長くな
るが、撮影中の動画像の画像変化や、ビデオカメラ本体の操作手段の操作により動画表示
に戻すことで、本発明の効果がより大きくなる。
【０１０５】
　また、本発明の目的は、以下の処理を実行することによって達成される。即ち、上述し
た実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、シ
ステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭ
ＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。
【０１０６】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【０１０７】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、次のものを用いることが
できる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等である。または、プロ
グラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
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　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の
形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、そのプログラムコードの指示
に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の
処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれる。
【０１０９】
　更に、前述した実施形態の機能が以下の処理によって実現される場合も本発明に含まれ
る。即ち、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
る。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行う場合である。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】発明の実施の形態に係る撮影装置としてのビデオカメラの動画撮影中に静止画を
同時撮影記録した場合の表示画像の推移の第１の実施の形態を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る撮影装置としてのビデオカメラのブロック図である。
【図３】図２のビデオカメラによって実行される撮影処理の手順の第１の実施の形態を示
すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態に係る撮影装置としてのビデオカメラの撮影状態を示す斜視
図である。
【図５】図２のビデオカメラによって実行される撮影処理の手順の第２の実施の形態を示
すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態に係る撮影装置としてのビデオカメラの動画撮影中に静止画
を同時撮影記録した場合の表示画像の推移の第２の実施の形態を示す図である。
【図７】図２のビデオカメラによって実行される撮影処理の手順の第３の実施の形態を示
すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１１１】
２０　撮像手段
２３　信号処理回路
２４　光学系制御手段
２５　焦点制御回路
２７　露出調節回路
２９　光学倍率制御回路
３１　スイッチ操作手段
３８　操作スイッチ検出回路
５０　表示部
５１　表示制御部
５２　表示手段
５３　タイマ部
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